
第２章

メキシコの労働・社会保障改革

──国家・労働関係の視点から──

畑　　惠 子

はじめに

　１９８２年の債務危機を機に，メキシコの開発戦略は国家主導の輸入代替工業

化政策から構造調整，新自由主義へと転換し，以後，市場原理・競争原理の

導入，貿易や資本の自由化，国営企業の民営化などが進んだ。市場経済化は

ラテンアメリカ地域に共通する潮流である。しかし，メキシコではほかのラ

テンアメリカ諸国と比べても徹底した改革が行われた（１）。

　本稿が対象とするのは，１９８０年代末から２０００年代半ばまでのサリーナス，

セディージョ，フォックスの３政権である。この時期にはグローバリゼー

ションに適合すべく労働関係や社会保障制度においても改革が試みられた。

マドリによれば，これらの改革は組織労働者全体に大きなインパクトをもつ

ために，国営企業民営化，貿易自由化，税制改革などよりも労働運動の強い

反対を受けることになる（������［２００３��６０�６６］）。確かにメキシコでも労働者

の抵抗はあった。だが結集して対案を提示することもなく，最終的には政府

に抑えこまれる形で妥協した。民間組織労働者の年金制度は民営化され，労

働法はいまだ改正されていないものの，現実にはなし崩し的に労働関係の柔

軟化が進んでいる。

　労働の柔軟化は解雇や非正規雇用の増加など，就業の不安定化をもたらす。



しかし，メキシコでは失業保険の導入といった，新たなリスクに備えた社会

保障制度改革はほとんど行われていない。このような法改正を経ない労働改

革，労働者への一方的なリスクの押し付けは制度的革命党（���）体制下であっ

たからこそ可能であったと考えられる。周知のとおり，���は労働運動に対

して強い統制力をもち，２０００年まで行政を，１９９７年まで立法を支配した。政

府方針に拒否権をもつアクターがいないなかで，主要改革が進められたので

ある。

　本稿の目的は２つある。ひとつはグローバリゼーションに即した労働・社

会保障改革の実態を把握することであり，もうひとつは，改革過程およびそ

の結果としての法改正の先送りとリスク補償制度の不在を，国家・労働関係

の変容および労働団体再編の動きと関連付けて考察することである。

　まず第１節で���体制下での政労使関係と最近の労働運動の変化を概観し，

先行研究をサーベイする。第２節では労働法改正をめぐる論議と争点を整理

して成立に至らなかった要因を検証し，第３節で現実の労働改革の手法と改

革の実態を明らかにする。続く第４節では社会保障改革をグローバリゼー

ションと労働改革に起因するリスクとの関連において評価し，最後にメキシ

コ固有の国家・労働関係および労働運動のあり方が改革に及ぼした影響と，

改革過程でその関係に生じた変容をまとめる。

第１節　���体制下の国家・労働関係

　１．����体制とコーポラティズム

　���体制は一般的にコーポラティズムとして捉えられるが，それは���体制

の次のような政労使関係による。すなわち，

�国家主導で農民，労働者，公務員が組織され，主要な頂上団体を包摂した

農民，労働，一般という３部会が党内に置かれたこと
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�この部会構造をとおして政府は組織的支持を固め，組織に利益分配を行っ

たこと

�経営者団体は党外に位置していたが，政府の強いリーダーシップによって

労使間の利益調整が行われてきたこと

などである。

　では，コーポラティズムはどのように定義されるのか。シュミッター

（���������	�
������）によれば，国民が以下のような特徴をもつ少数の集団に

組織されている利益代表システムであり，その集団は単独の，強制的，非競

争的，階層的かつ職能的に分かれたカテゴリーに組織され，政府によって形

成あるいは承認され，そして選出および要求・支持の表明に関して国家の統

制を受けるのと引き換えに各部門における代表権の独占を与えられる。一方，

ウィアルダ（��������	�
�����）はその特徴として，�強く支配的な国家，�

利益集団の自由と活動の制限，�利益集団は国家システム内に，あるいはそ

の一部として組み入れられ，集団は国家内で，あるいは国家に対してそのメ

ンバーの利益を代表し，国家の政策遂行を支援することに責任を有する，と

いう３点を指摘する（�����［２００４��６１�６２］）。

　さらにコーポラティズムは国家が強い統制力をもつ国家コーポラティズム

と社会集団の自発性にもとづく社会コーポラティズムに分類されるが，ウィ

アルダの定義およびメキシコに該当するのは前者である。要するに，国家に

よる職能集団の統制と集団間の利益調整，および国家への支持・従属にもと

づく職能団体の利益実現という交換関係がコーポラティズムの根幹にある。

メキシコ・コーポラティズム体制論は１９８０年代以前の輸入代替工業化期の

���体制下の政労使関係の分析に出自をもつが，１９８０年代以降，さらには

フォックス国民行動党（���）政権（２０００－２００６）の政労使関係にも適用可能

で，関係のあり方および変容を捉えるために有用な概念である。
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　２．主要な労働団体，経営者団体

　メキシコの主要な職能団体には���に包摂された労働，農民，公務員・教

員団体と，党外に位置する経営者団体があるが，ここでは主要労働団体，経

営者団体の概要をみておきたい。

　���の労働部会は１９３６年に発足したメキシコ労働者連合（���），石油，鉄

道，電力などの基幹産業組合から，一般部会は国家公務員組合連合（�����），

教育労働者組合（����）から構成されていた。１９６６年には労働団体間の対立

を解消するために労働者会議（��）が発足したが，それは���系の団体（２）か

ら構成され，今日まで���が主導してきた。表１は１９７９年の主要な労働団体

の加入組合数，加入者数を示す。この時点で労働団体の大半は���傘下にあ

り，独立系組織は少数であった。しかし２つ留意すべき点がある。第１は，

労働部会には���以外にも全国センターが複数存在していたことであり，そ

れがサリーナス政権による労働運動の分断化を可能にした。もうひとつは一

般部会には労働部会よりも政府に対して大きな交渉力があることで，近年の

新自由主義政策によって輸出部門の労働運動が弱まるにつれ，�����������

の相対的優位は高まり，両者の差は年金制度改革の結果にも反映されている。

　他方，企業家は���党内に包摂されず，ある程度自立的であったが，���体

制には公的・私的なチャンネルをとおして組み入れられていた。経営者団体

には，全国商業会議所連合（���������），全国工業会議所連合（��������），

全国加工産業会議所（����������），メキシコ経営者連合（��������），

ヌエボ・レオン経営者機関（����），メキシコ経営者会議（����），経営者

調整会議（���）（３）などがある。１９３０年代後半に革命党が部会構造に改編され

たときに，一定以上の資本をもつ企業には���������，��������，

����������への加入が義務付けられた（畑［１９９３��２２６�２３２］）。このような経

緯から，上記３団体は経営者側の自発的な利益団体というよりは半ば公的機

関であり，ほかの任意団体とは性格が多少異なる。１９８０年代以降，労働法改
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正をめぐる議論やさまざまな政労使交渉において主要な役割を果たしたのは，

���や��������であった。

　労働団体，経営者団体は，政府（労働省����）を調停者とする三者協議機

関，具体的には全国最低賃金委員会（����），労働調停仲裁委員会（����）

などを構成し，それらの委員会では���が労働者代表の過半数を占めた。第

２次大戦後，輸入代替工業化を推進する政府と経営者団体にとって，急進的

な労働運動を抑制し独立系労組の結成を阻止することは急務であった。

���をはじめとする���系労働団体はその役割の一端を担い，その見返りと

して雇用と賃金増を保障され，組織労働者向けの健康保険，年金などの社会

保険制度や労働者向け住宅基金（���������）を享受した。���は社会保険

公社（����）や���������でも労働代表権を握り，今日においても，とり

わけ住宅基金は���の重要な資源となっている（�������［２００３��７６�７８］）。��，

���は政治システムの一部と化しているがゆえに，その運動は官製組合主義

（����������	��	�
�），協調組合主義（�����������	
�	��	����	）と呼ばれる。だが，

このような���の特権は政府に対する支持と相対的な従順さによって保障

されたものであった。また，���系も含めてすべての労働組合は法的登録と
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表１　労働団体加入組合・加入者数（1979年）

団体

CT（PRI系）

CTM

その他全国連合

FSTSE

地域・職能組合

国営基幹産業組合

独立系組合

その他

　　　　　　　計

加入組合 加入者

（数） （％） （数） （％）

7,801

4,987

3,708

  68

  28

  10

1,021

1,788

10,610

73.5

47.0

25.5

 0.7

 0.3

 0.1

 9.6

16.9

100.0

2,238,287

 731,015

 306,729

 835,534

   6,779

 358,230

 239,279

 189,490

2,667,058

83.9

27.4

11.6

31.3

 0.3

13.4

9.0

 7.1

100.0



更新，ストライキの事前承認，集団協約の承認などの義務化をとおして，そ

の活動を労働省����や����によって厳しく統制されてきた。

　���と労働団体との蜜月関係は１９８０年代の自由化政策への転換によって変

容した。国家機能の縮小にともない十分な利益分配が難しくなっただけでな

く，労働の硬直性が問題視され，政府の自由主義改革によって労働団体の既

得権益が脅かされることになったからである。さらに１９９２年に独立系の公共

財サービス組合連合（�������）が公的登録を承認されたことにより，新し

い労働勢力が誕生した。それは経営者との協力にもとづく「新しい組合主義」

を提唱する新自由主義時代の労働団体としてその後の独立系運動をリードし，

１９９７年には全国労働者連合（���）へと発展解消した。���は電話労組，メ

キシコ国立自治大学労組，社会保険公社労組（�����）を主力組織とする。ま

た，その指導者エルナンデス・フアレスは電話公社民営化に際して，組合トッ

プとしてそれを推進し，労組の経営参加を実現した人物である。

　３．国家・労働関係に関する先行研究

　���体制に関する先行研究は，デラマドリ政権（１９８２～８８年）以降，労働勢

力は劣勢に立ち，���などの主要労働団体が政府への協力あるいは追従にま

わるなかで経済自由化政策が実施されたとの見解で一致している。

　ミドルブルックは，革命後に権威主義体制の下で大衆動員と社会経済改革

が実施されたことを逆説と捉え，１９２０年代から１９９０年代初頭までの組織労働

者の政治，経済への参加を分析し，サリーナス政権（１９８８～９４年）においても

官製労働運動がメキシコ権威主義体制への忠誠を維持し続けた点を明らかに

した（����������	［１９９５］）。サパタは，デラマドリ，サリーナス両政権の国

家・労働関係の変化をコーポラティズムの継続か断絶かという視点から考察

し，経済政策移行期の労組協力を挙げて，コーポラティズムは変化しながら

もその本質を残していると結論づける（������［１９９６］，［１９９８］）。また，デラ

ガルサはフォックス政権前半までを含めて労働の柔軟化，���の衰退と新し
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い労働運動の出現などを分析し，過去のコーポラティズムでは強大な権力を

もつ大統領が中心に位置していたが，フォックス政権においては労働指導者，

政府役人，企業家間の既存のネットワークに依拠する形で，コーポラティズ

ムが存続していると指摘する（������������	
���
［２００４］）。グレイソンも「（大

きな変化があったにもかかわらず），問題は統治のためのゲームの新しいルール

がないことであり，党関連組織，���，非���系労組などはいずれも伝統的

コーポラティズム構造を代替するには至っていない。また，コーポラティズ

ム構造は弱まったとはいえ，重要な政治空間を占め続けている」（�������

［２００４��２５５］）と述べ，デラガルサに近い見解を示す。このように先行研究は

コーポラティズムの継続あるいは変容に言及しているが，具体的説明が不十

分で総論的評価に終わっているとの印象を否めない。

　また，労働運動に関しては，アギラールとバルガスが���を中心に１９８０年

代から２０００年代の流れを詳細に分析した（��������	�
�����［２００６］）。独立系組

織についての本格的な研究はまだないが，いくつかの論文がその動きに言及

し（����������	
����［２００１］，�������［２００３］），最新の動向は��������	�
���

���������	��
�����に詳しい。労働法改正についてはサパタが１９８９年以降の

交渉過程を検証し（������［２００６］），社会保障制度改革についてはグローバリ

ゼーションと民主主義に関連づけて分析したディオン（����［２００６］），そし

て����年金改革を論じたバートロノー（���������［１９９８］）の研究がある。さ

らにマドリは労組の統一性という観点からアルゼンチンとメキシコの労働法

改正，年金改革の経緯を比較した（������［２００３］）。

　このように多くの研究蓄積があるが，労働運動および労働・社会保障改革

に関する研究はどちらかといえば個別的，記述的であり，コーポラティズム

の継続あるいは変容に絡めて十分に検証されているとはいいがたい。した

がって，本稿では改革過程とその結果をコーポラティズムの枠組みで整理し

直し，グローバリゼーションのなかでコーポラティズムが担った役割とその

変容をより具体的に示すことを目指す。ここでは，コーポラティズムを国家

（政府）と利益団体の交換関係，すなわち前者による統制と利益分配，後者に
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よる支持・追従と利益実現として捉える。メキシコのコーポラティズムの様

態と機能を明らかにするには，政労使関係すべてを対象とする必要がある。

しかし，交換関係がもっとも鮮明に表れる政府と���の関係に焦点を当てて，

労働・社会保障改革過程で，両者が何を得て何に譲歩したのかを考察する。

　第２節　労働法改正をめぐる議論

　１．労働法改正の動きと争点

　メキシコでは１９１７年憲法１２３条で８時間労働，組織権，スト権などが保障さ

れている。これは制定当時，世界的にみてももっとも進歩的な内容であった。

その後１９３１年に連邦労働法が制定され，１９７０年の改正を経て今日に至る。実

際には法律と現実は大きく乖離し，労働者の権利がいつも法的に守られてき

たわけではない。だが，経済自由化はさらなる法制の規制緩和を必要とし，

経営者団体や国際機関からの圧力が強まった。表２は改正をめぐる動きをま

とめたものであるが，まず政権ごとの概要をみてみよう。

　サリーナスは１９８７年１２月，まだ���の大統領候補であったときに，労働法

調査委員会を発足し法改正に意欲を示した。しかし，１９８９年に最初に改正案

を作成したのは経営者団体の��������であった。その提案は生産性・競

争力の向上を至上命令と位置づけ，具体的には労働時間・契約期間の柔軟化，

能力給の導入，技能訓練要件の削減，中小企業の雇用拡大支援，労働立法適

用の地方分権化，労使対話・協力などを骨子とした。だが当時，労働省の下

に政労使から構成される法改正検討委員会が設置されていたにもかかわらず，

��������提案が公的議論に付されることはなかった。それは，改正に向

けての明確な方針が委員会に欠けており委員会も散発的にしか開催されてい

なかったこと，労働団体の意見が分かれ，���が反対を，�������が賛成

を表明したこと，そして何よりも北米自由貿易協定（�����）交渉の最中に

68



あった政府は労働者の支持を必要としており，労働法改正をめぐって労働団

体の反発を買うことだけは避けたかったためである（������［２００６��８８�９１］）。

　１９９４年の金融危機のただなかに発足したセディージョ政権は緊急政策を実

施して危機の長期化を回避し，経済を回復するために労働団体の協力を必要

とした。それゆえに，政府自らが労働法改正に向けて動くことはなかった。

しかし����から「労働市場の機能を改善するために労働法，社会保障の改

革が必要である」との勧告を受け，改正論議が再発した。

　まず１９９５年に中道右派野党の���の改革案が上院に提出された。法律家デ

ブエンの手による同改革案はスペイン労働法の影響を受けているといわれる

が，経営者の意向を強く反映した内容で，労働権の一般原則としての雇用と

生産性，期限付き雇用や外国人労働者との契約の拡大，従来の労働調停仲裁

委員会に代わる独立した労働裁判所の設置，週４８時間から４０時間への労働時

間の削減，労組承認手続の簡素化，個人・企業委員会に対する団体契約権の

承認，労組の透明性と組合内民主主義などが盛り込まれていた。すなわち，

労働問題において政府および���系労組の力を抑えること，そして労働関係

　第２章　メキシコの労働・社会保障改革　69

（出所）筆者作成。

表２　労働法改正の動き

1989

1995

1998

2000

2002

反対  CTM　

賛成　経営者団体　FESEBES

反対  CTM， FESEBES， PRI， PRD

賛成　経営者団体

反対  PRI，PAN

賛否は不明

反対  CTM,UNT

賛成  経営者団体，

　　  CT,CTMの一部労組

COPARMEX

PAN

PRD

UNT(PRD)

PAN

（アバスカル

法）

雇用の柔軟化，能力給の導入，

労使対話など

雇用の柔軟化，独立労働裁判所

の設置，組合内民主主義など

独立労働裁判所の設置，労組・

契約承認の簡略化など

組合民主主義，労組の自由・自

立性，労組との合意による雇用

の柔軟化など

雇用の柔軟化，労組活動統制，

雇用者の権利擁護，組合民主主

義など

提案者 主な内容 賛否



規制を緩和することに狙いがあった。これに対して独立系を除く労組は異を

唱え，���総裁も���，��支持を表明した。

　中道左派野党の民主革命党（���）は法改正そのものは否定しないが，労

働者の利益を損なう���案には反対した（��������	�
�����［２００６��１１１�１１４］）。そ

して���は１９９８年に生産性重視，スト制限といった経営者側の要請に譲歩し

ながら，既存の労働権にデブエン案の一部（独立した労働裁判所制度，労組・

契約承認手続の簡略化など）を加えた改正案を作成した。だがこれには���，

���が難色を示した（���������	���	
�	���［２００３］）。このように労働法改正

をめぐる議論にも，１９８８年頃から明確になってきた���，���，���３党間

の競合関係が影を落とすことになった。

　他方，労働団体の対応をみると，���は期限付き雇用やテスト雇用に反対

し，労働調停仲裁委員会の存続，団体協約の継続，能力に年齢を加えた昇進

制などを主張し，既得権益の防衛に努めた。１９９７年の���の長老フィデル・

ベラスケスの死去によって改正の障害がなくなるとの予測もあったが，後継

者のロドリゲス・アルカイネはあらゆる手段を講じて抵抗するとの最後通牒

を発した。�������（１９９７年からは���）は独立した調停機関の設置，労働

者の自由な組合権を主張しており，基本的には���や経営者団体に近い立場

にあった。しかし改正案は労組指導者たちの合意にもとづくべきであるとし，

各政党が提案する偏向した改革案は拒否することを明言した（��������	�

������［２００６��１１５�１１６］）。すなわち，理由は異なるが���，���ともにこの期

の改革案には反対していたことになる。

　サリーナス，セディージョ両政権において実際に法改正のイニシアティブ

をとったのは経営者団体と���であった。それに対して政府は改正案を取り

上げないことによって，あるいは見送ることによって，ほかの優先政策に対

する労働団体の支持をとりつけた。すなわち，法改正は実施すべき政策課題

というより，労働統制・懐柔の手段として利用されたとみるべきであろう。

　だが，２０００年７月の大統領選挙で���が���を破ると，フォックス政権が

正式に発足する前から労働法改正をめぐる論議が再燃した。一方で経営者団
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体（�����［メキシコ投資家連絡協会］，���，����������，��������など）

が雇用の柔軟化を強く求め，一方で���が独自の改革案を提出した。企業家

寄りの���はもとより法改正に積極的で，しかも労働相に就任したのは，経

営者団体��������の会長を務めたカルロス・アバスカルであった。彼は

主要な労使団体から構成される決定委員会を立ち上げ，議論を進めた。参加

団体は労働側が���系��（���，����，����など）と独立系���，経営側

が��������，��������，���������などであった。���には改正

案策定に積極的にかかわりたいとの思いが，��，���には委員会への参加

によってフォックス政権とよい関係を築きたいとの思惑があった（��������	�

������［２００６��１４２�１４６��１８８�１９２］）。

　���の改革案は２００２年１２月に下院に提出された。主たる改正点は，従来の

パトロンという表現を雇用者に改めること，雇用の柔軟化を進めるために就

労開始時の技能訓練契約，テスト雇用契約，期限付き労働契約といった雇用

形態を導入すること，労組活動をより統制できるように設立要件を厳しくす

ること，団体協約に制限を設け雇用者の権利を擁護すること，組合指導者選

出に普通，直接，秘密投票を義務づけることなどにある（労働政策研究・研修

機構［２００５］，����［２００２］）。���が途中で委員会を離れたため，経営者団体

と��系労働団体が最終的な改正案に関与したことになる。だが，経営側を利

するその内容からして，委員会を主導したのが経営者団体と労働省であり，

労働団体の参加が形式的であったことは明白である。また���が三者協議

を離脱した（あるいは排除された）背景には，一貫してコーポラティズムを否

定してきた���と，労働省主導の労使間調停と労働代表の懐柔を目論む委員

会の間に対立と亀裂があったことが推測できる。

　���は２０００年に���の支援を受けて独自の改革案を作成した。そこには

グローバルな生産システムに対応した労働モデルの近代化，労働法制度の改

善，組合内民主主義，労働組織の自由・自立性の強化，コーポラティズムの

解体と腐敗の根絶，組合との合意にもとづく労働の柔軟化などが盛り込まれ

ていた（���������	���	
�	���［２００３］）。この���の���への接近は２００３年下
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院選挙で党の支持を得て代表権を獲得する狙いがあったといわれ，実際に

���は１議席を獲得した。

　アバスカル法案に対する労働団体の評価は次のように分かれた。���は

改革には賛成だが���提案には反対し，��，���は加入組合間で意見が異

なった（４）。���は，改正案が組合内の民主化を目指し，自由な秘密投票を保

障している点に難色を示した。���系労組ではボス支配が横行し，非民主的

な運営が続いていたため（５），民主化によって指導者の地位が脅かされるのは

必至だったからである。そのほか，独立系で電力民営化に反対するメキシコ

連合戦線（���）は修正に断固反対した。���の支持さえあれば，労働法改正

は可能であったと思われる。実際に���系労働団体のなかに支持する声が

あったことを考えれば，それはありえないことではなかった。しかし，フォッ

クス政権は労働側の反対と２００３年夏の中間選挙への影響を考慮して法改正を

断念した（������［２００６��９２�９５�１０１］，��������	�
�����［２００６��１９３�１９７］）。

　２．�改正に至らなかった要因

　政党を問わず近年の政権が労働規制の緩和と法改正の必要性を認めながら，

何ゆえメキシコでは法改正が行われなかったのか。マドリはその要因として

労働法改正は労働組合員全体に影響を及ぼすために強い抵抗を招くことを挙

げる。だが，彼がメキシコの事例分析で強調するのは政府に従属的で主体性

に欠ける労働運動の特徴であり，法改正中断の要因は説明されていない

（������［２００３］）。

　また，サパタは改正の先送りをサリーナス政権の政治危機と�����締結，

セディージョ政権の経済危機，フォックス政権の脆弱性と関連付けて分析し

ている（������［２００６］）。すなわち，優先すべき政策課題のために労働の反発

を招く法改正は回避されたというのである。サパタの分析で注目すべきは，

磐石とはいえないフォックス政権が労働団体との対決を避けるために，���

系労組指導者に歩み寄ったという指摘である。サパタは，フォックス政権が
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２０００年の���・���改革案を議論せず，最終的に���を改正案決定委員会

から外し，２００２年の改正案についても下院での審議が不十分なまま幕引きと

なったことを挙げて，フォックス政権は労働運動との関係を変更して混乱を

招くよりは，協調組合運動が保障する社会秩序の維持を優先したと結論づけ

る（������［２００６��１００�１０２］）。２０００年選挙直後に���書記長がフォックスを訪

問したこと，���の労働法改正委員会への参加理由が���政権との新たな関

係構築であったことも，その傍証となろう。

　各政権の政策課題との関連で労働法改正論争の間歇的な高まりと収束を捉

えたサパタの分析は説得的である。しかし議論の帰趨に作用したのは，それ

だけでなく，１９８０年代末から２０００年初めまでの時期がメキシコの政党政治に

とっても労働運動にとっても大きな転換点であったことであろう。

　まず，国内政治は１９８０年代後半に���の権威主義と腐敗を批判して党を離

脱した勢力が左派勢力を糾合して���を結成し，中道右派の���とともに勢

力を伸張したことによって，１９８０年代末以降，メキシコ政治は���一極支配

から三極競合へと様変わりした。それは大統領選の得票率だけでなく下院の

議席数にも示される（表３）。１９８８年に���は，それまで維持してきた憲法改正

に必要となる３分の２議席を割り込み，１９９７年には過半数割れとなった。以

後，どの政党も単独過半数を確保できていない。これは１９９７年までの議会承

認は形式的，事後的であり，審議の前にすべての交渉が終了していたが，１９９７

年以降は議会が拒否権をもつと同時に，議会工作が重要性を増したことを意

味する。

　一方，労働運動においても，経済自由化政策によって労働運動全体が後退

しただけでなく，���などの独立系団体が勢いを増し，��，���が運動を

独占する時代が終わった。しかし，運動再編の動きは自然発生的というより

もサリーナス政権の二面的な労働政策によって弾みがついた。市場経済への

転換を図るためには，既得権の防衛に終始し不正の温床と化していた���系

労組ではなく，新たな経済の要請に適した組合運動が必要となる。かといっ

て，���系労組の支持なくして改革は遂行できない。サリーナスは一方で��，
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���に労働代表としての特権的地位を認めながら，他方で���を抑圧的手

段で抑え込み（６），さらにはほかの労働団体に接近して���に揺さぶりをかけ

た。���系労働団体のなかでは����（労働者農民革命連合）に歩み寄り，独

立系団体では�������を暗黙裡に支援したのである。

　こうした政府の巧妙な労働分断化政策に翻弄されて���は抵抗を諦め，

１９８０年代末から���は政府の施策を支持し，既得権の防衛に努めた。既得権

には団体交渉権，社会保障などの権利，最低賃金委員会，労働調停仲裁委員

会などの政府委員会における代表権や，議会における代表権も含まれる。と

りわけ議員ポストは労働指導者個人に対する���からの報奨でもある。表４

が示すように，���は少なくとも１９９７年７月の選挙までは上下両院を合わせ

て４５～５１の議席数を占めており，政府と労働指導者間の交換関係がまだ機能

していたことを示している。だが，２０００年の選挙で���は議席数を大きく減

らし，それが労働団体全体の代表性低下をも招いた。

　労働団体再編は加入者数にも表れている。���加入者数は１９９７年９２万

６５００人，２０００年８９万６９００人，２００３年４５万４０００人と半減した。他方，独立系組

合数は１９８６年６７，１９９７年３７３，２０００年４６９と増加し，組合員数も１９８６年５万２５００

人，９３年２４万８８００人，１９９７年２８万２３００人，２０００年１１０万１０００人と増加し，���

を上回る規模になっている。だがメキシコ全体の組合員数は２０００年４７０万人，

２００３年３７３万人と減少傾向にあり，組織率（対就業者）は２０００年１１�９％，２００３

74

（出所）Silvent[2002: 86,99,118,125],IFE（http://www.ife.org.mx/portal/site/ife）．
（注）1）連合政党を含む。    

表３　 政党別下院議席数

PRI

PAN

PRD

その他

計

260

102

48

400

1988

320

89

　

41

500

1991

300

119

71

10

500

1994

239

121

125

15

500

1997

209  

2231）

681）

2  

500

2000

224

151

97

28

500

2003

106

206

127

61

500

2006



年９�１％と下がった（��������	�
�����［２００６��２０３�２０５］）。

　独立系労働運動の中心は���である。それは経営者との協力にもとづく

「新しい組合主義」を標榜し，政治的独立性，組合民主主義，オルタナティブ

な政策提言を目的に掲げて，���系労組の従属性，非民主性を批判している。

そのほかにもさまざまな独立系団体がある。メキシコ連合戦線（���）は電力

労組（���），首都圏自治大学労組（������），全国労働者協議会（���）な

どから構成され，政府の経済・労働政策（とくに電力民営化）に反対し，���，

���に批判的である。さらに，５月１日組合調整組織（����），公務員常設調
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表４　労働団体代表の議席数

CTM
CROC
CROM
その他PRI系団体
独立系

小計

FSTSE1）

SNTE1）

その他

計

CTM
CROC
その他PRI系団体
独立系

小計

FSTSE
SNTE
計

34

14

2

50

4

13

67

1988

11

1

1

1

14

1

1

16

1988

［下院］

［上院］

36

5

2

5

1

50

9

12

71

1991

9

1

1

11

3

1

15

1991

39

5

2

46

46

1994

12

12

12

1994

28

3

3

35

6

41

1997

8

8

2

10

1997

2000

11

1

12

7

1

20

4

4

1

1

6

2000

2003

10

1

1

1

1

17

4

21

4

4

1

1

6

2003

（出所）Aguilar y Vargas [2006: 200-201]
（注）1）FSTSE, SNTEはPRIの労働部会ではなく一般部会に属する。



整組織，労働者全国会議（���）など，かなり急進的で体制批判的な組織も

ある。だが，����にはコミュニティ運動，市民社会組織なども含まれてお

り（����������	
����［２００１��６３�６４］），厳密には労働団体とはいえない。また，

これらは制度化された組織というよりも多様な集団，個人の集合体としての

性格が強い。

　このように政治的にも労働運動においても多元化が進み，圧倒的優位に

あった政党，労働団体が弱体化するなかで労働法改正の議論が行われたこと

は，争点を複雑化し，法改革の実現をより困難にした。主な対立点は労働規

制緩和の是非だけでなく，組合内民主主義，労働調停委員会の廃止と労働裁

判所の設置，労働問題における政府関与の制限，労組のイニシアティブの強

化などにも及んだ。

　３．改正論議にみる国家・労働関係

　法改正論議を概観して国家・労働関係にみられる明らかな変化は，���，

���を問わず政府の力が低下し，労働団体が多極化し，そして何よりも国家・

労働間に利害の不一致が生じたことであろう。もちろん，１９８２年までの輸入

代替工業化期においても政労使間に利害対立はあったが，基本的に工業化推

進で一致し，労使ともに利益を拡大することができた。ところが新自由主義

改革は三者間に亀裂をもたらした。政府は労働規制を緩和して，グローバリ

ゼーションに対応した労働関係の構築を目指した。この点では企業家も一致

しているが，経営者団体は政府が労働問題にできるだけ介入しないことを望

み，統制力を維持したい政府と意見を異にした。また労働団体の間でも，規

制緩和については���，���ともに原則賛成だが，労働者がどのように関与

するかについては意見が分かれる。グローバル化時代により適合するのは，

���のような既存の労働運動ではなく，���のように新しい労働倫理をもっ

た運動である。しかし，独立系労組は党派性と政府による統制を嫌い，自立

性と労働組織のイニシアティブを主張するため，政府はそれに支持や忠誠を
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期待することはできない。重要な政策課題を抱え，しかも三党競合によって

基盤が揺らぎつつあるなかで，政府にとって労働団体からの支持は不可欠で

あった。他方，���は組織の地盤沈下を招く労働関係の変更を容認できない

が，それに真っ向から立ち向かう力はなく，政府を支持しそこから利を得る

道をとらざるをえなかった。

　このように政府と���，政府と���の間に方向性や期待する役割と能力に

関してズレあるいはネジレが生じるなかで，次善の策あるいは窮余の策とし

て，政府と���のコーポラティズム的関係，すなわち忠誠とその見返りとし

ての利益実現が継続されたと考えることができる。だが，利益実現といって

も賃金上昇や安定的雇用ではなく，各種委員会・議会での代表権や社会保障

制度へのアクセス，団体交渉権の保持などであり，しかもその権限は徐々に

削減される傾向にある。また，先に述べたように，労働法改正をめぐる議論

が幾度も高揚と消沈を繰り返しいまだ実現されていないことを，���への譲

歩とみなすことも可能であろう。確かに支持と利益実現の交換関係ではある

が，���が守るのは過去の遺産にすぎず，政府も���に全幅の信頼をおい

ていたわけでない。双方がきわめて現実主義的な判断にもとづいて，短期的

目的のために歩みよっただけの関係は，形骸化したコーポラティズム，ある

いはその残滓とでもいうべきものであった。

　労働法改正に関しては，国内経営者団体および世銀，����などの国際機

関からの強い圧力があり，いずれ踏み切らねばならないことは確かだが，実

際には労働の柔軟化（���������	�
����	��
	�����）が進んでおり，法改正は本

質的問題ではなかった。サリーナス，セディージョ両政権が改正に対して消

極的であっても，フォックス政権がアバスカル法案を撤回しても，現実が法

律よりも先行していたゆえに，政府は改正論争を労働団体との交渉材料とし

て用いることができたのである。なぜ，どのようにして法改正なしで労働規

制の緩和が可能であったのかは，次節で検討する。
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第３節　労働改革と雇用の柔軟化

　１．労働運動の強権的抑え込み

　サリーナス政権の労働政策の特徴として，ムリージョは労働省および労働

調停委員会が労働法の精神に反して，付加給付や労組の権利を削減するよう

な団体協約を承認したことを指摘する（�������［２００１��１０４�１０５］）。同様にデラ

ガルサも，メキシコでは労働組合の登録，ストライキや団体協約の承認など

をとおして，政治機構の一部と化していた労働団体は国家に統制されており，

法制よりも不文律の慣行や交渉が両者の関係にとって重要であったとする。

まず北部自動車産業に代表される輸出指向の多国籍企業において柔軟化が始

まり，団体協約の変更によって技術革新や労働編成の見直しについての決定

の場から労組は外されていった。もちろん労組からの頑強な抵抗はあったが，

それも政府と企業家の連携の前に敗れ，結局���は政府との関係修復のため

に１９８７年の政労使合意に応じざるをえなかった（������������	
���
［２００４��１０４�

１０６��１１０�１１２��１１４�１１７］）。そしてその後，サリーナス，セディージョ政権をと

おして繰り返し結ばれた政労使合意は，労働運動に大きな縛りをかけること

になった。

　また，国営企業では民営化過程において組合の抵抗が強権的に切り崩され

た。企業が破産宣言をすれば解雇手当を支払う必要がないことから，それを

脅しに用いて労働組合を抑え込み，ストライキを非合法と判断することで労

働者の解雇，警察や軍の投入，４８時間以内の労働者の職場復帰を可能とした。

デラマドリ政権においては「差し押さえ」（�������）と呼ばれる憲法で認めら

れた権限が数度にわたり行使された。それは，非常事態下で政府が労働争議

に関与し，労働権・団体協約を停止し，労働者を職場に連れ戻すことができ

るとするものである。サリーナス政権では，先に述べたように，労働団体の

分断化，反抗的な労働指導者の挿げ替え，逮捕なども行われた（�������［２００１��
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１７１�１７３］）。

　このように，労働運動を統制するための既存の法的・制度的装置，換言す

れば���体制のコーポラティズムの遺制に依拠して，多国籍企業，民営化さ

れた企業を中心に団体協約が変更され，正規雇用の削減と非正規雇用の増加，

請負契約の拡大，シフト制による人員調整，大規模解雇などが可能となった

のである。こうして���の政府方針への追従は決定的になったが，それはセ

ディージョ政権期のスト件数がサリーナス政権の半数以下に減少しているこ

とにも示される（７）。だが，１９９０年代になると強権的手法に代わって，新しい

労働規範を労働者に受容させる試みが始まった。

　２．新しい労働文化の受容

　１９８７年から１９９０年代までに政府は主要な利益団体との間で，インフレ抑制

を目的とする多くの経済合意を結んだ（表５）。サパタは，経営者・労働者団

体が政府目標に従ったこと，そして三者間交渉が最低賃金委員会，労働調停

委員会などの形態を踏襲していることから，合意はコーポラティズムの機能

継続の証左であるとする（������［１９９８��１５３］）。

　サリーナスは国家開発計画において政権の目標を経済回復と物価安定の実

現，雇用拡大と賃金保障として，その実現のために労働者の経済再編過程へ

の参加と生産セクター間の合意が不可欠であることを強調した（������

��������	
������［１９８９��６８］）。この合意とは１９８７年に労働団体，経営者団体，

政府の間で締結されたインフレ抑制のための「経済連帯合意（���）」を範と

する。���はペソ切り下げ，緊縮政策の実施，インフレ抑制，賃上げ抑制，

貿易自由化の促進などを内容とし，その結果，合意期間中の物価上昇８５％に

対し賃金は２３％増で，実質賃金は大きく低下した。このように合意が労働者

にもたらすコストは明白だったにもかかわらず，���が１９８９年の「安定・経

済成長のための合意（����）」に応じたのは，合意によってたとえ政策決定

への参加が保障されなくとも，代表権を守るための政治交渉手段としては有
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効であるとみなしたことによる（��������	�
�����［２００６��４４�４７］）。

　ここで注目したいのは１９９２年５月の「生産性・品質向上のための国民協定

（�����）」と，１９９２年１０月の「安定・競争力・雇用のための合意（����）」

である。これらはインフレ抑制に主眼を置く経済合意とは異なり，生産性や

競争力という新自由主義原則に関する労使合意である。�����では経営慣

行の近代化，能力開発スキームの構築，対立克服のための労使関係強化など

がうたわれた。また，１９９２年に���は金融公社（�����）とも生産性プログ

ラムで合意したが，その目的も生産的企業，家族的企業，労働者の技能向上

にもとづく実質賃金上昇などにあった（��������	�
�����［２００６��４８］）。だが現

実には，サリーナス政権後半に賃金水準の回復がみられたものの，１９９４年末

の金融危機によって再度，実質賃金は圧縮された。

　その後も１９９５年前半に���は����������，��������など，さまざま

な経営者団体と労働規範において合意をみた。その理由は，労働法改正の議

論が高まるなか，���が交渉の場から外されることを懸念したことにある。

当初，政府は倫理協定に関与していなかったが，経営者団体および���の要

請を受けて，１９９６年には労働省が主要団体を召集して作業部会を開催し（８），

８月には新しい労働文化のための協定が結ばれた。協定が求めるのは階級性
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（出所）Aguilar y Vargas [2006：44-48, 101-104]から筆者作成。
（注）1）経済合意ではなく労働倫理に関する協定。

　　　2）協定はフォックス政権においても継続。ただし終了時は不明。

表５　政労使間経済合意

PSE

PECE

ANEPC1）

PECE1）

PABEC

AUSEE

ARE

不明1）

ACCSP

経済連帯合意

安定・経済成長のための合意

生産性・品質向上のための国民協定

安定・競争力・雇用のための合意

厚生・安定・成長のための合意

経済危機克服のための協定

経済回復のための協定

新しい労働文化のための協定

生産部門の協力と協議のための協定

1987.12.15-88.12.28

1989.01.01-92.10.19

1992.5

1992.10.20-94.08.23

1994.12.21-95.03.09

1995.03.10-95.11.30

1995.12.01-98.02.23

1996.8

1998.02.24-2000.11.302）



と対立の否定，連帯にもとづく共同体としての企業観，正当な報酬と雇用は

能力開発をとおした生産性・競争力向上とグローバリゼーションへの適合に

よって実現すべきという規範である（９）。デラガルサはそれをキリスト教的

コーポラティズムと称する（������������	
���
［２００４��１１５］）。理由は述べられ

ていないが，対立より調和を重んじるのはカトリック的倫理であり，その草

稿を手がけた当時の��������会長アバスカルは親カトリック的な���の

党員でもあったからであろう。

　このような協定はより柔軟で生産的な労働形態の受容を労働者に促し，雇

用の不安定化を常態化する新たなリスク構造をもたらした。だが，���は労

働者にとってのマイナス面よりも，政府や経営者団体に対して労働者を代表

する交渉相手としての自らの地位を維持することを優先して，協定や合意を

受け入れた。メキシコで法改正なくして労働改革が可能となった要因のひと

つは，このような経済合意，労働倫理合意をとおして，労働運動が大きな制

約を受けただけでなく，労働団体が政府および経営者と基本方針を共有する

に至ったことにあると思われる。また，その合意を可能としたのは，政府と

主要な利益団体間の協議というコーポラティズムの伝統であり，���体制に

おいて労働者を代表してきた���の利権と地位に対する執着と焦りであっ

た。だが，競争力，生産性を唯一の基準とする労働倫理は，次項でみるよう

に，実際には雇用，賃金の改善をもたらしたわけではない。

　３．労働の柔軟化と新たなリスク

　１９８０年代にメキシコ経済は石油経済から製造業を中心とする輸出指向の産

業構造へと再編され，製造業においては１９９４～９９年に労働生産性が７�３％向上

した（経済全体では３�０％）（１０）。それは，技術導入，技能研修をとおした労働

者の質的向上，労働強化などによるものと考えられる。また，労働者１人当

たりの労働時間は同時期に２６�２％増となった（�����������	�［２００４��１２５��１３１］）。

だがそれらは賃金にまったく反映されず，１９９０年代から製造業の実質平均賃
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金は１９９３，９４年をピークに減少傾向にある（表６）。さらに長期的にみると，

１９９４年の平均賃金ですら１９７０年代後半の約８５％にすぎない（���������	
������

［１９９７��３０２］）。

　メキシコでは１９９０年代をとおして年間１３０万人が新規に労働市場に参入し

たが，雇用創出は平均６０万件，社会保険の対象となる職にいたっては４５万件

以下であった。したがって，８５万人はインフォーマルな市場で職を探すこと

になった（�����������	�［２００４��１２６］）。図１は労働力吸収が主にサービス部門

において行われてきたことを示すが，サービス部門は法的規制や保護を受け

ないインフォーマル部門と重複するところが大きい。インフォーマル部門は

就労者の４０％を占め，その大半は社会保障制度の外に置かれている。フォー

マル部門では公的部門が民営化や公務員削減によって縮小し，民間企業でも

十分な雇用創出がないために，インフォーマル部門の規模はほぼ変わらず，

むしろ近年は若干拡大傾向にある（表７）。

　失業率は１９９５，９６年を除いて２～３％台と非常に低い。しかし，それは失

業の定義が緩やかなためであり，安定的雇用機会の保障を意味しない。メキ

シコでは，調査対象となる１週間に１時間でも働いて報酬を得た人や，その

時点で職をもっていなくとも４週間以内の就労が確実な人も就労者とみなさ

れる（�����）。また，失業保険がないために時間をかけて職を探す余裕はな

く，大規模なインフォーマル部門が受け皿となって失業率を引き下げている。

失業率は低学歴者において高いのが一般的だが，メキシコでは高卒・大卒者

の割合が高く，それが失業者全体に占める比率は１９９１年１８�５％，１９９５年２４�２％，

２０００年３６�３％，２００４年４０�９％と上昇傾向にある（�����）。この数値は失業状
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（出所）CEPAL [2000：250-251] , [2002：198-199], [2005：260-261]

表６　失業率と賃金

都市失業率（％）

製造業平均賃金

2.7

93.8

1991

2.8

100.7

1992

3.4

109.7

1993

3.7

114.9

1994

6.2

100.0

1995

5.5

90.1

1996

3.7

89.1

1997

3.2

91.5

1998

2.5

92.4

1999

2.2

98.0

2000

2.5

104.1

2001

2.7

…

2002

3.3

…

2003

3.8

…

2004

（1995年の平均賃金＝100）



態でいられることが「贅沢」であること，そして１９９０年代から高学歴者にとっ

ての雇用機会，すなわちフォーマル部門での雇用が縮小していることを示唆

している。

　インフォーマル部門はフォーマル部門の短期雇用者にとっても，次の雇用

までの一時的避難所になりうる。両部門は相互浸透的であり，その存在は労

働の柔軟化に起因するリスクに対してある種の保険としての機能を果たして

いると考えられる。

　続いて，労働の柔軟化の実態を民間組織労働者を対象とするメキシコ社会

保険公社（����）加入者数からみてみよう。民間フォーマル部門就労者数の
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（出所）INEGI（http://www.inegi.gob.mx, 2006年２月閲覧）。

図１　産業別労働人口比率

第一次産業
第二次産業
商業部門
サービス部門

50

40

30

20

10

0
1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

（％）

（出所）OIT [ 2006]（2007年１月閲覧）。

（注）1）弁護士，技術者を除く。   

　　　2）従業員５人以下。     

　　　3）従業員６人以上。

表７　インフォーマル部門（非農業部門）就業者　

1990

1995

2000

2004

2005

38.8

43.4

39.4

42.8

42.6

61.2

56.6

60.6

57.2

57.4

インフォーマル部門 フォーマル部門

民間企業3）零細企業2） 自営業1）

19.4

21.1

18.6

20.4

20.0

小計

14.7

15.3

14.7

15.9

16.1

自営

業

4.7

5.8

3.8

4.5

3.9

無報

酬

14.9

17.1

17.2

18.2

18.1

小計

3.5

3.6

3.6

3.8

4.1

雇用

者

11.5

13.5

13.6

14.3

14.0

被雇

用者

40.3

38.5

44.2

41.3

40.6

小計

1.0

1.2

1.2

1.0

1.0

雇用

者

39.3

37.3

43.0

40.3

39.6

被雇

用者

1.6

2.0

1.9

2.2

2.2

自営

業

19.2

16.1

14.5

13.7

14.6

公的

部門
総

計

総

計

4.5

5.2

3.6

4.3

4.6

家事

サー

ビス

（%）



増減は，表８が示すように，金融危機に見舞われた１９９５，９６年および景気が

停滞した２００１～０３年を除いて，ここ１０年間は増加傾向にある。だが，正規雇

用（�����������	
�	�������	
���������	）の構成比が下がり，短期雇用

（�����������	
�	�������	
���������）（１１）比率が上がっている。これはレジーニ

の分類によれば数量的雇用の柔軟化，すなわち技術革新や需要に即応した労

働者数の調整（１２）である。この事実は２００５年９月の大統領教書を受けて新聞

各紙で大きく報じられた。それによれば，２００５年１月～８月１５日までの

フォーマル経済の新規雇用の４分の３が短期雇用であり，しかも必要な雇用

の２８�７％にとどまった。これについて政府は，短期雇用は固定的，安定的雇

用につながる可能性があり，企業に大きな負担をかけずに専門的技能修得を

促進し，古めかしい正規契約を必要としないために組合との対立も回避され

るとの見解を示した（����������	�
����������）。だが，雇用機会が十分でな

い現実をみれば，短期雇用が正規雇用につながる可能性がきわめて小さいこ

とは明白である。

　メキシコでは１９９５～９７年と２００１～０４年に景気後退と回復を経験したが，こ

の２つの時期の雇用調整の仕方は対照的である。１９９５年危機ではまず正規雇

用，短期雇用ともに大幅に削減されたが，回復に向かった１９９６，９７年には短

期雇用だけがさらに解雇され，正規雇用は拡大した。ところが２００１～０３年に

は，正規雇用が削減される一方で短期雇用は２００４年を除いて正規雇用を上回

る拡大となり，新規雇用は短期雇用にシフトした。短期雇用は契約期間が３０

日以内と短く不安定であるが，フォーマル部門に属し，社会保障給付は保障

される。だが，再就職できなければ保険料負担は重く，とりわけ年金受給に

は１２５０週もの拠出が必要となるため，被保険者資格があってもその要件を満

たすのは難しい。雇用の柔軟化は社会保障へのアクセスにも制約を加えるこ

とになる。

　このように，フォーマル部門においてさえも雇用が不安定となり，さらに

は労働生産性が向上しても労働時間が延長しても賃金に反映されないという

傾向は，労働の規制緩和によって労働者が新たに直面するリスク構造として
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捉えることができる。次節では社会保障改革がこのような新たなリスクや

ニーズにどのように対応したのか，あるいは対応しなかったのかを検討する。

第４節　社会保障改革の実態と評価

　１．����改革の目的と経緯

　グローバル化の下で社会保障制度に生じる変化として，ディオンは

�競争力を高めるために，社会保障制度などへの経営者負担の軽減が要求さ

れる。

�失業リスクが高くなるために，それに対応するさらなる社会保障が要求さ

れる。

という２つの可能性を指摘する。だが，ラテンアメリカにおいては，輸出部
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（出所）STPS（http://www.stps.gob.mx）から筆者作成（2006年11月閲覧）。
（注）1）2006年は１月から10月までの平均。  

　　　2）加入者数増減の±１人の誤差は原資料のまま。

表８　IMSS加入者数の推移

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20061）

87.4

89.9

90.9

91.7

89.2

87.3

86.6

86.6

86.2

86.1

86.0

84.8

82.3

正規雇用者（％）

12.6

10.1

 9.1

 8.3

10.8

12.7

13.4

13.4

13.8

13.9

14.0

15.2

17.7

短期雇用者（％）

－611,200

239,803

744,847

816,591

645,330

700,427

－65,817

－105,270

－56,059

159,736

387,294

743,403

加入者数増減2）

－301,617

313,569

763,670

469,266

347,244

518,176

－56,046

－131,791

－70,339

123,824

186,391

284,005

正規雇用者

－309,584

－73,765

－18,822

347,324

298,086

182,251

－9,771

26,520

14,281

35,912

200,903

459,397

短期雇用者

（単位：人）

10,070,955

 9,459,755

 9,699,558

10,444,405

11,260,996

11,906,326

12,606,753

12,540,936

12,435,666

12,379,607

12,539,343

12,926,637

13,670,040

加入者総数



門での労働組合の力の低下によって社会保障制度を支える伝統的基盤が弱ま

るために，�の可能性はほとんどなく，むしろ競争力強化に向けての圧力が

強まり，同時に受益者（労働者）の権利保護に向けての力が弱まることによっ

て，社会保障支出の削減が求められることになる（����［２００６��５３�５６］）。メキ

シコでの改革は����の年金部門に集中した。改革の狙いは��というより，

年金財政破綻の回避と民営化による国内貯蓄の強化であったが，その実態は

�も含めて，経営者の意に沿うものであった。

　メキシコの社会保障制度は民間組織労働者を対象とする����と国家公務

員を対象とする国家公務員社会保障公社（������）を２つの柱としている（１３）。

当初の改革案では両機関を含む予定であったが，教員組合，公務員組合の強

い抵抗によって������改革は断念され，改革は����に絞られた。表９は

����年金改革の推移を示す。サリーナス政権期には��，���が民営化案に

対して徹底抗戦したため，政府は�����交渉を考慮して年金基金そのものの

改革を先送りし，代わりに退職貯蓄制度（���）の新設を提案した。���は年

金を補完する制度で，雇用者拠出と労働者向け住宅基金（���������）の雇

用者拠出を加えた資金の運営は民間金融機関に委ねられる。労働団体は���

には同意したが，それは労働者の拠出を伴わないこと，そして当時，労働法

改正論議が起きていたことによる（�������［２００３��８４�８７］，���������［１９９８��９４�

１０１］）。政府が改正に踏み切るのではないかという懸念が，労働団体を���で

譲歩させる要因となったのである。

　セディージョ政権は「国家開発計画１９９５～２０００年」において労働市場の硬

直性を批判し，労働の柔軟化，規制緩和を推し進める姿勢を鮮明にした。な

かでも問題視されたのは，メキシコにおける非賃金コストの高さ（社会保障

コストなどは賃金コストの３０％以上に該当）と労働者がそのための政府・雇用者

側の拠出について十分認識していない点であった（���������	
�����������

［１９９５��１５０�１５９］）。

　同政権の対応はすばやく，１９９５年には社会保険法が改正され，１９９７年には

����の年金部門が民営化されて，賦課方式から個人ベースの積み立て方式へ
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と切り替えられた。年金基金赤字の要因のひとつは拡大する医療部門に資金

が流用されたことにある（１４）。そのために年金部門は医療部門から分離され

た。セディージョ政権が民営化を急いだのは，制度再建もさることながら大

規模な外資逃避が引き起こした危機への対応に追われるなかで，危機再発防

止策として国内資本強化の必要性を強く意識したためであった。���，

����などの労働団体は，年金制度の将来にとって民営化は最善の手段であ

ると判断して，今回は支持に回った。また，改革が���������に及ばなかっ

たことも，支持するに十分な安心材料となった（１５）。だが，拠出期間の延長な

ど，労働者が支払うコストも大きかった。

　フォックス政権の年金改革は，�����に積み立てられた����年金基金の

２０％までを部分的海外運用の承認といった技術的修正にとどまり，������年

金についても民営化と個人口座への移行が検討されはじめたものの，労組の
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（出所）筆者作成。

表９　IMSS年金改革年表

年金部門

・年金基金改革失敗・退職貯蓄制度（SAR）発足
サリーナス政権

IMSS全体
・６部門の独立化・部門間資金流用の禁止

・連邦政府拠出率拡大と被雇用者，事業者拠出率縮小

・社会拠出金の導入

年金部門

・年金の民営化（複数の民間基金運営会社 Aforeへの移行）
・賦課方式から積み立て方式への移行

・拠出期間を500週から1250週に延長

医療部門

・自営・インフォーマル部門への加入拡大（家族のための医療保険）

・サービスの分権化

セディージョ政権

IMSS全体
・拠出を怠った事業者に対する罰則権限をIMSSに付与
・IMSS新規雇用の制限，IMSS職員の退職年金制度の見直し
年金部門

・Aforeに積み立てられた年金基金の20％までを海外で運用すること
　を承認

フォックス政権



抵抗によりいまだ改革は着手されていない。

　年金改革による政労使の利害は次のようにまとめられる。���の開設，年

金の民営化は政府と企業家が求める国内資本市場の活性化に寄与し，拠出比

率の変更（連邦政府拠出率４％→３９％，事業者比率７６％→５２％，労働者拠出率２０％

→９％），とくに事業者比率の低減は企業の競争力強化に資するものであった。

他方，労働者にとって年金基金の破綻が回避されたことは何よりも大きな成

果であった。また，賦課方式から民間金融機関の個人口座での積み立て方式

への移行，および自営・インフォーマル部門従事者への����医療保険への任

意加入の拡大は，職場の異動や入職・離職の増加，正規雇用の減少という労

働市場の変化により適した制度への変革を意味した。しかし，拠出期間の大

幅延長（５００週間→１２５０週間）は正規雇用者にとってさえも大きな負担であり，

短期雇用者や仕事を中断しがちな女性にとっては難しい要件となった。すな

わち，年金改革の一番の受益者は企業家であったといえよう。

　２．�年金改革にみる国家・労働関係

　����改革交渉で注目すべきは，���の改革案がサリーナス政権期にはこ

とごとく却下されたことである。まず���は事業者負担による失業基金の

創設を提案した。民営化された旧国営企業や輸出産業部門で団体協約が変更

され，労働者にとって解雇のリスクが深刻化していたからである。だが，提

案は顧慮されることなく，いまだにメキシコには失業保険制度がない。さら

に，���の運用に関しても，���は労働銀行（��������	
	�）による運営お

よび基金配賦への労働参加を求めたが，それも認められなかった（���������

［１９９８��９４�９６］）。

　だが，セディージョ政権の����改革では���は政府および企業家寄りの

姿勢を貫き，社会保障労組（�����）と対立した。����には政労使で構成さ

れる専門審議会が設置されており，そこに代表権をもつ���は�����とは別

の視点から����問題を捉えていた。���は�����の過剰な要求による
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����の財政破綻を懸念し，����職員の質の低いサービス提供にも強い不満

をもっていたのである。さらに�����が���を離脱して，１９９７年１１月の���

の発足に加わり，以後，その主要組織として独立系労働運動を展開してきた

ことも，���と�����の間の確執の一因であった（����［２００６��６８］）。

　では，なぜ�����が改革を受け入れたのか。最大の要因はセディージョが

医療部門の改革を断念したことにある。����部門間の資金流用が禁じられ

たことは，年金部門からの赤字補填に頼ってきた医療保険部門を改革する好

機であった。社会保障近代化委員会を立ち上げて検討を続けてきた���お

よび政府は，当初の年金民営化だけでなく医療サービスの民営化まで含めた

改革を構想していた（����［２００６��６６�６７］）。政府案は�財政再建と政府拠出の

増加，�医療サービスの分権化，�患者が医師を選ぶ権利，�インフォーマ

ル部門への保険制度の開放，�事業者が����以外の機関と契約する自由の５

項目から成っていた。�には競争原理の導入に加えて，従来，大企業では一

般的だった����と民間医療機関との二重加入による企業負担を減ずる目的

もあった。だが，����労組がとくに�に対して強く抵抗したため，セディー

ジョはそれをすぐさま改正案から削除して組合に譲歩した（���������	�
����

［２００４��７７�７８��８２］）。�����は１９９０年代後半に２５万人の加入者を擁する強大な

組織であった。政府はマクロ経済への効果が小さい医療改革で����労組と

敵対するよりも，まずは年金改革を優先すべきであると判断したのである。

　�����は２００４年に団体協約をめぐって，����当局および専門審議会とふた

たび対立した。強い交渉力を背景に����労組が団体協約のなかに特権的な

年金給付条件を盛り込んでいること（１６）が，����財政悪化の要因であるとして，

社会保険法を改正し����の新規雇用と退職金給付を制限しようとする動き

が起きたのである。この措置に関して一部労組は独立系労組に打撃を与える

のではないかと反対したが，���は専門審議会のメンバーとして，����が

ほかの労働者に損失を与えていると批判し改革を支持した。�����の退職

年金問題は２００５年の団体協約交渉で再度，争点となり，����理事長の辞任に

まで発展した。だが結局，団体協約のなかで労働者出資の枠組みは変更され
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たものの，年金受給条件は据え置かれ，さらに今後５，６年間に６万５０００～７

万人の新規雇用までもが承認されたのであった（����［２００６��７１�７３］）。

　このように団体協約をとおして利益実現を図る����労組や������年金改

革を阻んでいる����などに比べると，���の交渉力は限定的で，����改革

で���が得たものは，年金制度の建て直しは別にして，���������の利権

と����専門審議会での代表権の保持だけであったといってもよい。�����

や����は���の一般部会に属し，従属性を内在した労働部会に比べて，以前

から大きな自立性と強い交渉力をもっていた。それに加えて，教育や社会保

障などは国際競争にさらされず，人員削減や民営化の対象にもなりにくい部

門であったことが，その力の温存と相対的な強化につながっている。それに

対して，����改革からみえてくるのは，����年金改革が労働者を利するか

否かではなく，���������改革や労働法改正の撤回あるいは先送りが約束さ

れるか否かを政府改革支持の重要な基準にして，自己保身に走る���の姿で

ある。しかし，たとえそうであっても，主要産業を押さえ，さまざまな政府

委員会で労働を代表する���は政府にとって無視できない存在であり，その

支持は有用であった。

　３．新しいリスク，ニーズへの補償

　����年金改革の目的は年金制度の破綻回避と国内金融市場の強化にあり，

雇用の不安定化という新たなリスクに対応するものではなかった。年金が個

人口座への積み立て方式に変更されたこと，インフォーマル部門にも����医

療保険への任意加入が認められたことは，流動性が高まる労働環境により適

した制度への変革として捉えることもできる。だが，そもそも初期の目的は

そこにあったのではない。年金改革についてはすでに述べたとおりだが，任

意加入の承認も制度を維持するために，インフォーマル部門の保険料支払い

能力のある階層を取り込むことを狙いとしていた。では，なぜリスク補償が

考慮されなかったのか。その理由は労働運動の現状に求められよう。
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　１９９０年代からのメキシコ労働運動は劣勢に置かれながらも，独立系の台頭

によって多極化の段階に入り，���，���を双璧としてさまざまな組織が固

有の利益実現を図っている。多極化は争点や対立軸（１７）を複雑化し，例え部分

的なものであっても共同戦略をとることを難しくする。こうしたなかにあっ

て，政府ともっとも近い関係を維持し，政府機関や議会に代表権をもつのは

���である。ところがこれまで検証してきたように，���の関心は労働者

が直面している問題というよりも，とりわけ指導者が享受してきた利権の防

衛に向けられている。近年の改革においてイニシアティブをとったことのな

い���に，リスク補償に向けての行動を期待することはできない。他方，

���は組合運動の自立性を主張しながらも，基本的には政府や経営者と新自

由主義路線を共有している。しかも強い交渉力をもつ労組が多いため，団体

協約のなかで個別の問題を解決できる可能性が高い。このように労働運動の

現状では不安定雇用というリスクが可視化されにくく，政府が対応策を講じ

ねばならないほどに労働者からの圧力が強いわけでもなく，しかも，イン

フォーマル部門が不安定雇用の緩衝機能を果たしているために，社会問題化

する可能性も低い。

　だが，リスクへの対応がまったくなかったわけではない。１９９０年代半ばか

ら職業訓練プログラムが拡充されたが，それは競争力の向上だけでなく，雇

用の安定化にも資することが期待される政策であった。セディージョ政権期

には，雇用・研修・訓練全国サービス（�����），失業者向け研修奨励プログ

ラム（��������），就業者向けプログラム（����）などをとおして，職業

訓練の機会が提供された。�����は，一方で求職者に労働市場状況の情報や

能力・競争力を修得する機会を与え，他方で求人中の企業を支援して，雇用

の需要と供給を結びつける活動であり，��������は最低賃金相当額の奨学

金給付による研修制度である。政府報告によれば，１９９５～９９年の間に�����

によって７１万人が就業し，��������によって年平均５２万人が研修を受けた

（���������	
�����������［２０００��４３７�４４２］）。

　このようなプログラムが労働市場への参入や安定的雇用にとって重要であ
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ることはいうまでもないが，その効果は限定的なものにとどまることになろ

う。というのは，経済がグローバリゼーションによって海外市場の影響を受

けやすくなると，それに対応するために容易な雇用調整を可能とする不安定

な就業形態が必要とされるからである。また，大規模なインフォーマル部門

の存在によって，不安定雇用の拡大が社会問題となりにくいため，政府が雇

用安定化のために費用のかかるプログラムを拡張する可能性も小さいと考え

られる。さらに，先にメキシコでは労働生産性の向上が賃金に反映されない

という新たな問題が生じていることを指摘したが，それは労働者にとっては

問題であっても，新自由主義政策を推進する政府や経営者にとっては当然の

結果である。そしてそれを可能にしているのが不安定雇用，インフォーマル

部門の存在なのである。したがって，公的プログラムはあくまでも労働者の

基礎的な技能修得と社会的な不満解消を目的とする福祉政策として継続され，

本格的な技術修得は企業プログラムが担っていくものと推測される。

　フォックス政権においても技能研修支援プログラムなど，同様の政策が実

施されたが，政権最後の大統領教書をみる限り，企業向けの研修へと重点が

移っているようであり，セディージョ政権のプログラムがどのように継承さ

れたかは不明である（���������	
�����������［２００６］）。

おわりに

　本稿では国家・労働関係および労働運動再編と関連づけて，メキシコにお

ける労働・社会保障改革を考察した。メキシコの改革の特異性は労働法改正

に先行した労働の柔軟化と，それによって生じた新たなリスクに対する調整

の不在にある。筆者の関心はその要因を探ることにあったが，その際に注目

したのは政権（���，���）と���の間の交換関係，すなわち前者による統制

と利益分配，後者による支持・追従と利益実現である。ここではこの交換関

係をコーポラティズムと規定し，コーポラティズムが改革に与えた影響と改
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革過程でコーポラティズムに生じた変容に焦点をあてた。

　まず，明らかになったのは，メキシコの労働の柔軟化は団体協約の変更と

労働団体による新しい労働倫理の受容をとおして既成事実化したが，その過

程は���体制下で構築されたコーポラティズムの遺制に多くを負っていたこ

とである。すなわち，１９８０年代に政府によって用いられた抑圧的手段は労働

運動を統制するための既存の制度や慣行に依拠するものであり，１９９０年代の

政労使の合意をとおして���の行動を制約する手法は，旧来のコーポラティ

ズム的慣行でもあった。

　新自由主義戦略への転換によって政府と���の利害は対立し，改革を進め

る政府にとって���は抵抗勢力となった。しかし，政策課題実現のために広

く労働者の支持を必要とする政府と，政府への追従によって新たな潮流の周

縁部に追いやられることなく，少しでも既得権益を守ろうとする���の現実

主義が，両者の関係をつなぎとめた。���がこの関係から新たに得られる利

益はなく，既得権も削減傾向にあるが，政労使から構成される委員会や議会

での代表権，労組の団体交渉権は���の存続にとって決定的である。要する

に，この交換関係は，そこから新たに何かが生み出されることのない，形骸

化したコーポラティズムとでもいうべきものであった。しかし，政府も���

も短期的目的のためにその遺制にしがみついたのである。このような視点か

ら労働法改正論議をみると，���，���両政権下での改正の先送りは，���

に対する配慮，すなわちきわめて消極的な利益供与であったと捉えることも

できる。改正案は，ボス支配の強い���にとっては致命的ともいえる組合内

民主主義条項を含んでいたからである。

　サリーナス，セディージョ，フォックス政権の経済方針とより近い立場に

あったのは���ではなく独立系���である。しかし，���は労働運動の自

立性，脱党派性を主張し，政府・労働団体のコーポラティズム関係の終焉を

求めてきた。したがって，政府は���に全面的な支持を求めることはできず，

かといって労働運動の自立性を大幅に容認するわけにもいかない。一方，

���にとって���は自らの優位性を脅かす存在でもある。このような政府，

　第２章　メキシコの労働・社会保障改革　93



���，���の間にある方向性のズレあるいはネジレが政府と���を接近さ

せたと考えられる。

　また年金改革に関しては，グローバリゼーションの要請に対応した改革で

はあったが，労働の柔軟化に起因する新たなリスク構造（雇用の不安定性，

適正さを欠く賃金水準など）を見据えたものではなかったといえよう。リス

クに対しては職業訓練，技能研修プログラムが実施されているだけである。

現実問題よりも過去の遺産に執着する���に，新たなリスクに向けたイニシ

アティブを期待することはできないし，その能力もない。１９８０年代の経済自

由化改革の初期段階では労働統制の手段として，あるいは労働団体からの支

持獲得のために機能したコーポラティズムも，新たなリスクやニーズに対し

ては無関心，無力である。また���にも新たな課題に取り組む気配はみられ

ない。労働運動の多極化は個別の利益実現にとっては望ましいが，他組織と

の協力を困難にする傾向がある。リスク補償を実現するためには，非正規雇

用者の利益をも代表する労働運動の出現と，�������，�������といった

過去のコーポラティズムの残滓を一掃した新たな政労関係の構築が必要とな

ろう。

〔注〕───────────────

�　１９８２年に１１５５社を数えた国営企業は１９８８年には４１２社となり，平均関税率も

１９８５～８８年に２３�５％から１１�０％へと低下した（������［２００３��８０］）。

�　��加盟団体には，���のほかにメキシコ労働者地域連合（����），労働者

農民革命連合（����），国家公務員組合連合（�����），教育労働者組合（����），

連邦区公務員組合（������）などがある（���������	���	
�	���［２００３］）。

�　��������は１９２９年に設立された任意団体で，現在３万６０００人の会員を擁

する（������������	�
����	�����）。一方，���は１９７６年に経営者セクター

を代表し自由な企業活動を推進することを目的として創設され，国内の主要産

業の経営者団体である��������，���������，��������，���（メ

キシコ銀行家協会），����，����（メキシコ保険協会），���（全国農牧業

協議会）を正会員とする経営者団体の頂上団体ともいうべき組織である。

�　２００３年メーデーに鉄道労組，����の指導者は労働法改正に賛成を，鉱山労

組指導者はいかなる修正にも反対することを表明した（��������	�
�����［２００６��
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１９４］）。このことからも��内に合意がなかったことがうかがえる。

�　メキシコでは組合ボスをチャロ（������），その支配をチャリスモ

（���������）と呼ぶ。非民主的なボス支配は，���でフィデル・ベラスケスが

１９４０年来１９９７年まで書記長として君臨したことにも表れている。その後継者

ロドリゲス・アルカイネは電気労組出身で下院議員を３期，上院議員を２期務

めた経歴をもつが，就任時に７８歳の高齢であり（���������［２００２��３５６］），２００５

年に死去した。そしてその後継者には連邦区労組のガンボア・パスコエ７８歳が

選出された。

�　サリーナスは大統領就任直後に，１９８８年選挙で野党支持に回った石油労組に

軍を派遣し，銃撃戦の末にリーダーを逮捕するという強行手段に訴えて，反抗

的労組指導者に対して対決姿勢を鮮明にした。

�　スト件数は，デラマドリ政権期５７３件，サリーナス政権期４０７件，セディージョ

政権期１９２件と減少した（�������［２００４］）。メキシコではスト権が保障されて

いるが，政労使の代表から構成される労働調停仲裁委員会はその行使を制限し

てきたので，スト件数の減少が労働者の不満の減少を意味しているわけではな

い。しかし，１９９５年には７５０９件の申請に対して実行されたのは１４８件，１９９５年

は７５０９件中９３件，２０００年は８２８２件中わずか２２件で，この数値からみても，労働

側が実力行使に訴えて政府・経営者と対立するよりも妥協を選択したことは明

らかである（��������	�
�����［２００６��１０５�１０６］）。

�　作業部会には経営側からは���，��������，��������が，労働側から

は���，����，����，銀行労働者連合，そのほか��加盟団体，そして連

邦政府が参加した（��������	�
�����［２００６��１０２］）。

�　新しい労働文化のための協定の骨子は以下のとおりである。

�給与労働者の評価および物質的，社会的，文化的ニーズの充足による尊厳の

保障

�利用可能な資源の合理的利用と変化の予見と変化への適応による雇用の維

持・拡大

�個人，企業内集団の生産性，競争力の向上に資する正当な水準の報酬の供与

�労働者および企業の技能水準の恒常的・体系的促進

�労使調和のための対話・協調の促進（��������	�
�����［２００６��１０２�１０３］）

�　労働生産性の向上が顕著な分野は，セメント（５６�９％増），鉄鋼（４７�３％増），

製糖（４７�２％増），プラスチック樹脂・合成繊維（４１�３％増），自動車（４０�６％

増），機械・電気機器（３９�６％減），アルコール飲料（８�３％減）などであった（�������

������［２００４��１３１］）。

�　短期雇用とは中断せずに１２日間労働したもの，あるいは１人の使用者のため

に２ヶ月間に中断しながら３０日間労働したものを指す（���������	
����

�������［２０００］）。
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�　レジーニは労働の柔軟性を�数量的柔軟性（需要に対する労働者数の即応

性），�職務上の柔軟性（労働力を再編する能力），�賃金の柔軟性（賃金体系

を変更する自由度），�時間的柔軟性（労働時間数の変更による労働量の調整）

に分類する（レジーニ［２０００��１８�１９］）。本稿で統計的に実証できたのは�のみ

であるが，労働規範合意や労働法改革案などからみて，ほかの柔軟化も進んで

いることが推測できる。

�　メキシコの社会保険制度は民間組織労働者を対象とした����（１９４３年発足）

と国家公務員を対象とする������（１９６３年発足）を中心的機関としているが，

そのほか，軍，メキシコ石油公社（�����），連邦電力委員会（���）などの

基幹産業にも独自の社会保険制度がある。こうした制度への加入者は人口の

６０％で，インフォーマル部門労働者，農民には今なお，社会保険は適用されて

いない。それは，後者の多くにとって経済的に保険料支払いが困難であること

に加え，社会保障制度そのものが当初から���体制の下で組織労働者に利益を

保障し，その見返りとして政治的支持をとりつける機能をもっていたことによ

る。����は労災，医療，年金（障害・老齢・高齢失業・死亡），保育所の４部

門の保険を扱ってきた。１９９７年改革以前の年金は賦課方式で，最低５００週の拠

出によって６５歳から受給資格が発生し，退職前５年間の平均賃金にもとづいて

受給額が算出された（����������	
���������
���［１９９９��１１４］）。

�　����年金の財政悪化は，�医療部門への資金流用も含めたそれまでのずさ

んな運営，�１９８０年代のインフレと経済危機による基金の目減り，�加入者が

退職年齢に達したことによる。また，メキシコの人口の高齢化が予想以上に進

んでいることも懸念材料となった。

�　���������の資金運用において���は大きな権限をもち，それは労組を

���につなぎとめる重要な資源であった。サリーナス政権期に���������の

改革によって���の権限が縮小し，一時的ではあったが，理事長も���シン

パから財務官僚へと交代したことがあった。そのため，���はこの利権だけは

死守したかったのである（�������［２００３��８４�８７］）。

�　����労組の団体協約は労働者にとって最も寛大な内容をもち，給与の１００％

を超える年金が受給されたり，既定年齢前から受給されることもあったという

（����［２００６��７２］）。

�　労働運動の対立軸は，まず官製労働運動（������など）と独立系労働運動

（���など）の間にあり，後者は前者のコーポラティズム（党派性），組合内民

主主義の欠如などを批判する。しかし，���は民主革命党（���）と同盟関係

を結んだこともあり，党派性をまったくもたないわけではない。第２の争点は，

政府の新自由主義政策を支持するか否かである。��，���および���はそれ

を支持し，���は経営者団体と同様に労使協調の新しい労働文化を提唱してい

るが，���，����などの独立系運動は反対姿勢をとり，とくに���は電力民
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営化を断固拒否している。
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